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徳
島
県
告
示
第
六
百
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
二
年
七
月
二
十
日
次
の
事
務
を
ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
に
委
託
し
た
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
、
同
法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
父
子
福
祉

資
金
貸
付
金
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
並
び
に
同

法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
に
係
る
償
還
金
の
収
納
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
六
百
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
イ
ン
ス
パ
イ
ア

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
心

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番

訪
問
介
護

令
和
二
年
九
月
一

笑

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ビ
ル
三
階

日

合
同
会
社
ハ
ザ
ウ
エ

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字
御
所
屋

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字
御
所
屋
敷

同

同

敷
の
二

三
四
番
地

せ
な

の
二

三
四
番
地

株
式
会
社
Ｍ－

ｃ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ

徳
島
市
国
府
町
日
開
字
東
四
三

あ
す
き
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
北
田
宮
二－

六－

八

コ

訪
問
看
護

同

ｃ
ｔ

七
番
地
の
四

ョ
ン

ォ
ー
リ
ン
グ
マ
ン
シ
ョ
ン
Ⅱ－

一

〇
六

株
式
会
社
井
上
隆
成
堂
薬
品

同

蔵
本
町
二
丁
目
七
番
地

隆
成
堂
調
剤
薬
局

同

蔵
本
町
二
丁
目
二
〇

居
宅
療
養
管

同

理
指
導



徳
島
県
告
示
第
六
百
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
Ｍ－

ｃ
ｏ
ｎ

徳
島
市
国
府
町
日
開
字
東
四
三
七

あ
す
き
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
北
田
宮
二－

六－

八

介
護
予
防
訪
問
看
護

令
和
二
年
九
月

ｎ
ｅ
ｃ
ｔ

番
地
の
四

シ
ョ
ン

コ
ォ
ー
リ
ン
グ
マ
ン
シ
ョ
ン
Ⅱ

一
日

－

一
〇
六

株
式
会
社
井
上
隆
成
堂

同

蔵
本
町
二
丁
目
七
番
地

隆
成
堂
調
剤
薬
局

同

蔵
本
町
二
丁
目
二
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養

同

薬
品

管
理
指
導



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
南
市
橘
町

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

福
井
川
土
地
改
良
区

吉
野
川
市
川
島
町

同

九
月
九
日

川
島
東
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に

よ
っ
て
次
の
土
地
改
良
区
が
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

解

散

認

可

年

月

日

阿
南
市
桑
野
町

令
和
二
年
九
月
三
日

中
富
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

中
富
土
地
改
良
区

二

就
任
清
算
人

氏

名

住

所

加

茂

彌
代
次

阿
南
市
桑
野
町
中
野
一
五
二

小

原

清

秀

同

幸
堂
一
八
―
一

二

宮

秀

明

同

池
ノ
内
一
一



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

道

路

指
定
の
番
号

指
定
の
年
月
日

幅

員

延

長

位

置

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

第
千
百
九
十
九
号

令
和
二
年
十
月

阿
南
市
那
賀
川
町
中
島
五
〇

六
・
〇
〇

三
八
・
六
〇

六
日

四
番
一
及
び
五
〇
四
番
二
の

各
一
部
並
び
に
五
〇
四
番
一

及
び
五
〇
四
番
二
の
各
地
先

市
有
地



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号
（
指
定
金
融
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
等
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
十
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

「

三
の
表
東
と
く
し
ま
農
業
協
同
組
合
の
項
中

東
と
く
し
ま
農
業
協
同
組
合

小
松
島
市
堀
川
町

「

「

本
所

小
松
島
市
堀

を

東
と
く
し
ま
農
業
協
同
組
合

小
松
島
市
立
江
町

に
、

」

」

小
松
島
支
所

小
松
島
市
堀

「

川
町

本
所

小
松
島
市
立
江
町

を

に
改
め
る
。

川
町

小
松
島
支
所

小
松
島
市
小
松
島
町

」

」



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
五
号

平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号
（
指
定
金
融
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
等
を
定
め
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
十
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

三
の
表
美
馬
農
業
協
同
組
合
の
穴
吹
支
所
の
項
、
半
田
支
所
の
項
、
貞
光
支
所
の
項
及
び
木
屋
平
支
所

の
項
を
削
る
。



徳島県公安委員会規則第６号

徳島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年10月６日

徳島県公安委員会委員長 森 秀 司

徳島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

徳島県道路交通法施行細則（昭和47年徳島県公安委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。

第12条第１号アの(ｱ)中「幼児（６歳未満の者をいう。以下同じ。）」を「小学校就学

の始期に達するまでの者」に改め，同(ｲ)中「、幼児２人を」を「，小学校就学の始期に

達するまでの者２人を」に改め，同(ｵ)を同(ｶ)とし，同(ｴ)を同(ｵ)とし，同(ｳ)の次に次

のように加える。

(ｴ) タンデム自転車（２人乗り用としての構造を有し，かつ，ペダル装置が縦列に

設けられた自転車をいう。）に運転者以外の者１人を乗車させている場合

附 則

この規則は，公布の日から施行する。


